
船舶事故調査報告書 

令和６年７月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突（かき筏） 

発生日時 令和５年１１月３日 ０５時５１分ごろ 

発生場所 広島県江田島
え た じ ま

市引
ひき

島北東方沖 

 大柿
おおがき

港引島防波堤北灯台から真方位０２７°７２０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１１.０′ 東経１３２°２９.１′） 

事故の概要  プレジャーボートまゆり丸は、南南西進中、かき筏に衝突した。 

事故調査の経過 令和６年１月２３日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート まゆり丸、３.２トン 

 ＨＳ３－４３５４３（漁船登録番号）、個人所有 

第２９３－３９１５１号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 船底に擦過傷 

かき筏 竹材に破損 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 低潮時 

日出時刻：０６時３１分ごろ、常用薄明開始時刻：０６時０５分ごろ 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、知人３人を乗せ、広島湾南部にお

いて釣りを行う目的で、船長が操舵スタンドの前の椅子に腰を掛け

て、約１５ノットの対地速力で広島県早
はや

瀬
せ

瀬戸北口に向かい、南進し

ていた。 

船長は、船首方から右舷船首方（南方から南南西方）に大型船３隻

が南西方に並び、船首を北東方に向けて錨泊しているのを視認した。 

船長は、３隻のうち最も北側の大型船の船首の錨鎖付近を通航しな

いように少し右転し、３隻のうち北側の大型船２隻の左舷側を南西進

した後、ふだんの針路から外れないように、２隻目の大型船の船尾付

近で左転した。 

本船は、２隻目の大型船と３隻目の大型船の間を航過して南南西進

した。 

船長は、早瀬瀬戸付近がよく航行する場所であったので、ＧＰＳプ

ロッター及びレーダーを作動させていたものの、目視のみで航行を続

けていたところ、船首方に黄色の点滅灯（以下「本件標識灯」とい

う。）を視認した。 

船長は、本件標識灯を、ふだん左舷方（東方）に見て航行している

広島県呉市倉橋島西方沖のか
．
き
．
養殖施設の北西端を示す標識灯（以下



「倉橋島側標識灯」という。）と思い、少し右転して左舷方に見るよ

うに航行を続けていたところ、船首方至近にかき
．．

筏（以下「本件かき

筏」という。）を視認し、機関を中立運転としたものの間に合わず、

本件かき筏に衝突した。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 事故発生経過概略図 

 

本船は、本件かき筏に乗り揚げ、船長が、ＧＰＳプロッターを確認

して本件かき筏が江田島東方沖のか
．
き
．
筏であることを認識し、同乗者

の負傷の有無及び本船の損傷の有無などを確認した後、本事故の発生

を海上保安庁に通報し、海上保安庁の巡視艇と共に来援した本件かき

筏の所有者の船により本件かき筏から引き出されて帰航した。 

船長は、本事故前、倉橋島側標識灯の北方沖から北西方沖に錨泊し

ていた３隻の大型船の北側２隻の西方沖を航行している間、倉橋島側

標識灯がこれらの船によって生じた死角に入って視認できず、その後

左転して、本件標識灯を視認したので、倉橋島側標識灯と誤認したと

本事故後に思った。 

 本船の喫水は、船首約０.５ｍ、船尾約１.０ｍであった。 

分析 本船は、早瀬瀬戸北口に向かって南西進中、船長が、目視のみで航

行を続け、本件標識灯を認めた際、ふだん左舷方に見て航行している

倉橋島側標識灯と思い込み、本件標識灯を左舷方に見る進路で航行を

続けたことから、本件かき筏に衝突したものと考えられる。 

船長は、ふだん倉橋島側標識灯を左舷方に見るように航行していた

が、本事故前、その北方沖から北北西方沖に錨泊していた大型船及び

その南西側の大型船の西方沖を通航している間、倉橋島側標識灯がこ



れらの船によって生じた死角に入って視認できず、その後左転して本

件標識灯を視認したので、倉橋島側標識灯と誤認したものと考えられ

る。 

船長は、本事故前、ＧＰＳプロッター及びレーダーを作動させてい

たものの、よく航行する場所であったことから、目視のみで航行を続

けたものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が、早瀬瀬戸北口に向かって南西進中、船長

が、目視のみで航行を続け、本件標識灯を認めた際、ふだん左舷方に

見て航行している倉橋島側標識灯と思い込み、本件標識灯を左舷方に

見る進路で航行を続けたため、本件かき筏に衝突したものと考えられ

る。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、夜間、養殖施設などの障害物の近くを航行する際は、よ

く航行する場所であっても、同障害物の境界を示す標識灯が、船

舶などによって生じた死角に入り、視認できなくなる場合がある

ことを考慮し、ＧＰＳプロッターにより常時船位を確認しながら

航行すること。 

 


